
船舶事故調査報告書 

令和７年５月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和６年７月２８日 １０時３０分ごろ 

発生場所 関門港関門航路 

門司埼灯台から真方位０６２°２.０海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３３°５８.７′ 東経１３０°５９.９′） 

事故の概要 遊漁船New
ニュー

 yellow
イ エ ロ ー

は、南西進中、また、遊漁船FOLK
フォーク

 IN
イン

 ON
オン

は、船首

を北西方に向けて漂泊中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和６年１０月１６日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 遊漁船 New yellow、２.８トン 

２９１－４３４０４福岡、個人所有 

Ｂ 遊漁船 FOLK IN ON、２.６トン 

２９５－４５７１８福岡、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特定 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型・特定 

 負傷者 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 ３人（釣り客） 

 損傷 Ａ 右舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 船外機に破損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 ２、視界 良好、 

気温 約３２℃ 

海象：海上 平穏、潮流 東流約１.０～１.５ノット（kn） 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、釣り客７人を乗せ、関門港内で

適宜釣り場を変えながら遊漁を行っていた。 

船長Ａは、関門港長
ちょう

府
ふ

区での遊漁を終え、関門橋東方沖に向かう

こととし、目視で関門橋の方を確認したところ、前方に漂泊中のＢ船

を視認した。 

船長Ａは、Ｂ船までまだ距離があったので、Ｂ船に接近するようで

あれば避航動作を取れば良いと思い、レーダー及びＧＰＳプロッター

を作動させ、操舵室左舷側の椅子に腰を掛けて手動操舵で操船に当た

り、針路を関門橋東方沖に向け、Ａ船を南西進させ始めた。 

Ａ船は、徐々に増速して約１０～１２kn の対地速力で南西進中、船

首浮上による死角が生じる状況となった。 

船長Ａは、本事故前日の夕方から深夜にかけて遊漁を行い、睡眠を

とることなく、本事故当日の早朝から遊漁を行っていたので、疲れを

感じていた。 



船長Ａは、気温が約３０℃を超える中、暑さで注意力等が散漫とな

り、Ｂ船の存在を忘れ、前方の見張りを行うことなく操船を続けてい

たところ、突然、衝撃音を聞いた。 

船長Ａは、主機を中立運転とした後、周囲を見渡してＢ船と衝突し

たことに気付き、Ａ船の釣り客の負傷及び損傷の有無を確認した後、

Ａ船をＢ船に接近させてＢ船の損傷状況等を確認した。 

船長Ａは、Ｂ船の船外機が損傷し、自力航行が不可能な状態であっ

たので、Ｂ船を関門港田
た

野
の

浦
うら

区までえい
．．

航した。 

船長Ａは、その後、１１８番通報を行った。 

（図１ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 事故発生経過概略図 

 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、釣り客８人を乗せ、関門航路で

潮流による流し釣りと潮上りを繰り返しながら遊漁を行っていた。 

船長Ｂは、関門港田野浦区太刀浦
た ち のう ら

ふ頭北方沖の関門航路で潮上りを

終え、船首を北西方に向け、船外機を中立運転として漂泊を開始した

後、潮流により東方に流されながら遊漁を再開した。 

船長Ｂは、周囲を確認し、Ｂ船の方に向かってくるＡ船を認めた

が、ふだん遊漁船が遊漁模様を確認する目的で至近に接近することが

あったので、いずれＡ船の至近で停止するか、至近を通過して行くと

思った。 

船長Ｂは、Ａ船の動静を見ていたところ、Ａ船が船首浮上した状態

で速力を落とすことなく接近するので、不審に思い、衝突を避ける目

的で、船外機を前進に操作してＢ船を僅かに前進させた。 

船長Ｂは、その後もＡ船の動静を継続的に見ていたところ、Ｂ船が

潮流により東方に圧流されて再びＡ船と接近する状況となったのを認
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めた。 

船長Ｂは、衝突の危険を感じ、船外機を前進に操作してＢ船を僅か

に前進させたものの、間に合わず、Ｂ船の船外機とＡ船の船首部とが

衝突するのを認めた。 

船長Ｂは、直ちに本事故の発生を１１８番通報し、Ｂ船の釣り客の

負傷及び損傷の有無を確認した後、船外機が損傷して自力航行が不可

能な状態であったので、船長ＡにＢ船のえい
．．

航を依頼した。 

Ｂ船は、Ａ船によって関門港田野浦区までえい
．．

航された。 

Ｂ船の釣り客３人は、後日、病院を受診し、それぞれ、頸
けい

椎捻挫、

腰椎捻挫、左下腿打撲等と診断された。 

Ｂ船は、携帯式エアホーンなどの音響信号器具を備えていなかっ

た。 

分析 Ａ船は、南西進中、船長Ａが、Ａ船の前方にＢ船がいることを視認

していたものの、Ｂ船に接近するようであれば避航動作を取れば良い

と思い、Ａ船に船首浮上による死角が生じている状況下、注意力等が

散漫となり、Ｂ船の存在を忘れ、前方の見張りを行っていなかったこ

とから、Ｂ船と接近していることに気付かず、Ｂ船と衝突したものと

考えられる。 

船長Ａは、釣り場を出発する際、目視により前方を確認し、前方に

Ｂ船以外の他の船舶を認めず、Ｂ船までまだ距離があったことから、

Ｂ船に接近するようであれば避航動作を取れば良いと思ったものと考

えられる。 

船長Ａは、本事故前日の夕方から深夜にかけて遊漁を行い、睡眠を

とることなく、本事故当日の早朝から遊漁を行っていたことから、睡

眠不足の上、疲労が蓄積していたものと考えられる。 

船長Ａは、気温約３０℃を超える中、睡眠不足の上、疲労が蓄積し

た状況であったことから、本事故当時、注意力等が散漫となっていた

ものと考えられる。 

 Ｂ船は、船首を北西方に向けて漂泊中、船長Ｂが、潮流により東方

に圧流されている状況下、Ｂ船に接近するＡ船を視認した際、Ａ船の

動静を不審に思い、潮流を考慮して大幅な避航動作を取らなかったこ

とから、僅かに避航動作を取った後、潮流により東方に圧流されて再

びＡ船と接近する状況となり、Ａ船に対する避航動作が遅れ、Ａ船と

衝突したものと考えられる。 

 船長Ｂは、携帯式エアホーンなどの音響信号器具を備えていなかっ

たことから、Ａ船に対して有効な注意喚起を行うことができなかった

ものと考えられる。 

原因 本事故は、Ａ船が南西進中、Ｂ船が船首を北西方に向けて漂泊中、

船長Ａが、Ａ船の前方にＢ船がいることを視認していたものの、注意

力等が散漫となり、Ｂ船の存在を忘れ、前方の見張りを行っていな



かったため、Ｂ船と接近していることに気付かず、また、船長Ｂが、

潮流により東方に圧流されている状況下、Ｂ船に接近するＡ船を視認

した際、潮流を考慮して大幅な避航動作を取らなかったため、僅かに

避航動作を取った後、潮流により東方に圧流されて再びＡ船と接近す

る状況となり、Ａ船に対する避航動作が遅れ、両船が衝突したものと

考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・遊漁船の船長は、航行中、常時周囲の適切な見張りを行うこと。

また、船首浮上による死角を生じている場合、時々、操船位置を

移動して周囲の状況を確認したり、船首を大きく左右に振ったり

し、更にレーダーを有効に活用して常時適切な見張りを行うこ

と。 

・遊漁船の船長は、業務を行う前に睡眠時間を十分に確保するとと

もに、疲労の蓄積を避けるような業務形態を採ること。 

・遊漁船の船長は、接近する船舶の操船意図が分からない場合、予

断を持たず、有効な音響等による信号を行うなどすることによ

り、接近する船舶に適切な行動をとるように促すとともに、衝突

を避ける際には、潮流を考慮して余裕を持って避航動作を取るこ

と。 

・小型船舶安全規則（昭和４９年運輸省令第３６号）では、長さ 

１２ｍ未満の小型船舶には汽笛を備える義務はないが、遊漁船の

船長は、漂泊中、自船に接近する船舶に対して音響による注意喚

起を行うため携帯式エアホーン等を備えることが望ましい。 

 


